
 

 

 

 

 

 

ＪＲ東労組バス関申第 11号 

「社員一人ひとりの成長する意欲に応える処遇改善の 

実施及び育児・介護の両立支援施策の実施について」 

に関する申し入れ  
 

 3月 18日、標記の件について組合員の声をもとに、会社へ申し入れを行ないました。 

 

記 

 

1.「新賃金制度社員の定期昇給の見直し」に伴い、新・旧賃金制度社員における不公平感と 

不平等感が生まれるため是正すること。 

 

2．「エルダー社員の基本給改定」について、地域における賃金格差を是正するため、地域区 

分を撤廃すること。 

 

3．人材の確保と定着は労使共通の課題認識であるため、初任給改定については、総合職採 

用社員に限らず、全ての採用者を対象とすること。また、社員 2級における初任給を構 

成する資格級別基礎額における賃金格差を是正するため、地域区分を撤廃すること。 

 

4. 仕事と育児を両立するために「子の看護休暇の見直し」について、子の人数にかかわら 

ず、年齢制限を義務教育終了までとすること。 

 

5. 養育休暇の時間単位での取得を全社員可能とするため、乗務員の時短行路等を設定する 

こと。 

 

以上 
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